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令 和 2 年 7 月 1 2 日 執 行

大阪府議会議員羽曳野市選挙区補欠選挙　選挙公報
大 阪 府 選 挙 管 理 委 員 会

点 字 投 票

代 理 投 票

手 話 通 訳

選挙権年齢が満 1 8 歳以上に引き下げられました！

投票時間 ▼ 午前7時から午後8時まで　　定　　数 ▼ 1
投票日 ▼7 月 12日（日）

投票日に仕事や用事のある方は、７月１１日までの午前８時３０分から午後８時までの間（土曜・日曜を含む。）、羽曳野市
役所本庁１階ロビー・羽曳野市立総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）１階幼児室で期日前投票（又は不在者投票）
ができます。
なお、都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は不在者投票ができます。
視覚に障がいのある方は、点字で投票できます。投票所の係員に申し出てください。
病気やけがなどで字が書けない方は、係員が代わって投票を記載する代理投票の制度があります。投票所の係員に申し
出てください。
投票日に投票所において手話通訳が必要な方は、事前に羽曳野市選挙管理委員会に申し出てください。

　投票するには、現在お住まいの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
　また、羽曳野市の選挙人名簿に登録されている方が、令和２年４月４日以後に府内の他の市町村に転入届をし、引き続き居住している場合は、
旧住所地で投票することができる場合があります。
　なお、この場合は、市区町村長の発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」を提示し、又は引き続き大阪府の区域内に住所
を有することの確認を受けなければ投票できません。証明書の交付については、投票日までに最寄りの市（区）役所又は町村役場の住民票を
担当する窓口に申し出てください。

期日前投票
及　　　び
不在者投票

年齢満 18 歳未満の子どもと一緒に投票に行くことができます。


